
参考                                  

○生命保険会社免責事由 

  団体定期保険（51）普通保険約款 抄 

（死亡保険金を支払わない場合）  

第25条 死亡保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、死亡保険金 

を支払いません。 

（１）被保険者の自殺。ただし、その被保険者がその加入日から起算して１年を超えて継続して被保険 

者であった場合には、死亡保険金を支払います。 

（２）保険契約者の故意 

（３）死亡保険金受取人の故意。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場 

合には、その残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。 

（４）戦争その他の変乱。ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険 

の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金を支払 

いまたは死亡保険金を削減して支払います。 

（高度障害保険金を支払わない場合） 

第26条 高度障害保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、高度障 

害保険金を支払いません。 

（１）被保険者の故意 

（２）保険契約者の故意  

（３）高度障害保険金受取人の故意。ただし、その高度障害保険金受取人が高度障害保険金の一部の受 

取人である場合には、その残額をその他の高度障害保険金受取人に支払います。 

（４）戦争その他の変乱。この場合には、前条第４号のただし書を準用します。 

 

○生命保険会社加入謝絶事由 

被保険者資格取得日現在 

（１）病気やけがにより欠勤中の者  

    （病気やけがの治療のために公休、普通休暇等で欠勤している者を含む。） 

（２）過去1年以内に病気やけがにより継続して 2週間以上欠勤した者 

    （（１）のカッコ書に同じ。） 

（３）健康上の理由で勤務の特別扱いを受けている者 

 

○損害保険会社免責事由等 

傷害総合保険普通保険約款 抄  ※ 2023年4月から契約する新約款の抜粋ですが現在契約している約款と内容は変わりません。 

第２章 傷害条項 

第１条（保険金を支払う場合） 

（１）当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故（注１）によってその 

  身体に被った傷害に対して、本章及び第4章基本条項の規定に従い保険金を支払います。 

（２）（１）の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した 

場合に急激に生ずる中毒症状（注２）を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含 

みません。 

   （注１）急激かつ偶然な外来の事故 

以下本章において「事故」といいます。 

   （注２）中毒症状 

継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 



第３条（保険金を支払わない場合－その１） 

（１）当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支 

払いません。 

① 保険契約者（注１）または被保険者の故意または重大な過失 

② 保険金を受け取るべき者（注２）の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の 

 受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。 

③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

④ 被保険者が次のア．からウ．までのいずれかに該当する間に生じた事故 

  ア．法令に定められた運転資格（注３）を持たないで自動車等を運転している間 

  イ．道路交通法（昭和 35年法律第105号）第65条第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運 

転している間 

ウ．麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状 

 態で自動車等を運転している間 

⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 

⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生 

 じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。  

⑧ 被保険者に対する刑の執行 

⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 

⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

⑪ 核燃料物質（注４）もしくは核燃料物質（注４）によって汚染された物（注５）の放射性、爆発性 

 その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 

⑫ ⑨から⑪までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生 

 じた事故  

⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染 

（２）当会社は、被保険者が頸部症候群（注６）、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏 

  付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保 

険金を支払いません。 

（注１）～（注６）【略】 

特約 

１２．就業中のみの危険補償特約 

当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間（注）に被った傷害に 

かぎり、普通保険約款第２章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。 

  （注） 職業または職務に従事している間 

 通勤途上を含みます。 

１５．条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 抄 

第１条（戦争危険等免責の一部修正） 

当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場合の事 

由の規定中、 

「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（注  ）」 

とあるのは 

「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（注  ）。 

ただし、テロ行為（注  ）を除きます。  

（注  ）テロ行為 

政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯す 

るものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。」 

と読み替えて適用します。 



 

第２条（この特約の解除） 

当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲（注）を超え 

ることとなった場合は、保険契約者に対する書面による 48時間以前の予告により、この特約を解除する 

ことができます。 

（注）この特約の引受範囲 

この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定 

めたものをいいます。 


